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町
県
民
税
の
申
告
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
方
は
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
で
す
。

b
平
成
16
年
１
月
１
日
現
在
で
鏡

石
町
内
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
15

年
中
に
何
ら
か
の
所
得
が
あ
っ
た

方
。
た
だ
し
、
遺
族
年
金
、
障
害

年
金
な
ど
の
受
給
者
や
、
所
得
が

な
か
っ
た
人
で
も
鏡
石
町
内
の
ご

家
族
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
な

い
方
な
ど
は
申
告
が
必
要
で
す
。

b
給
与
所
得
の
ほ
か
に
、
農
業

や
営
業
、
不
動
産
な
ど
の
所
得
が

あ
っ
た
方
。

b
給
与
所
得
だ
け
の
方
で
も
、
１

月
31
日
ま
で
に
勤
務
先
か
ら
鏡
石

町
に「
給
与
支
払
報
告
書
」の
提
出

が
な
い
方
。

b
平
成
15
年
の
中
途
で
退
職
さ
れ

た
方
。

b
生
命
保
険
契
約
に
基
づ
く
年
金

や
一
時
金
、
ま
た
は
生
命
・
損
害
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次
に
該
当
す
る
方
は
、
申
告
の

必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

b
税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告

書
を
提
出
さ
れ
る
方
。

b
給
与
所
得
や
年
金
所
得
の
ほ
か

に
収
入
が
な
く
、
勤
務
先
ま
た
は

支
払
者
か
ら
町
に
支
払
報
告
書
を

提
出
済
み
の
方
。

　

た
だ
し
、
新
た
に
控
除（
医
療

費
控
除
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
な
ど
）を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
税
務
署
へ
確
定
申
告
書
を

提
出
し
た
場
合
を
除
き
、
申
告
が

必
要
で
す
。

b
平
成
15
年
中
に
所
得
が
な
く
、

鏡
石
町
内
に
居
住
し
て
い
る
家
族

の
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

方
。

保
険
契
約
に
基
づ
く
満
期
返
戻
金

の
収
入
が
あ
っ
た
方
。

b
平
成
15
年
中
に
土
地
・
建
物
等

の
譲
渡
所
得
が
あ
っ
た
方
。

b
印
鑑

b
平
成
15
年
中
の
収
入
や
支
出
な

ど
が
わ
か
る
帳
簿
類
、
通
帳
、
出

荷
伝
票
な
ど

b
給
与
や
年
金
所
得
の
あ
る
方
は

平
成
15
年
中
の
源
泉
徴
収
票

b
平
成
15
年
中
に
支
払
っ
た
国
民

健
康
保
険
税
、国
民
年
金
保
険
料
、

介
護
保
険
料
な
ど
の
領
収
書
・
生

命
保
険
料
、
個
人
年
金
保
険
料
、

損
害
保
険
料
な
ど
の
支
払
証
明
書

b
身
体
障
害
者
・
戦
傷
病
者
の
方

は
障
害
者
が
確
認
で
き
る
手
帳
・

証
明
書

b
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
平
成
15
年
中
に
支

払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書

b
平
成
15
年
中
に
農
業
機
械
な
ど

を
購
入
し
た
場
合
は
、
そ
の
領
収

書
な
ど

b
営
業
所
得
者
や
収
支
計
算
で
申

　

町
で
は
、
公
的（
共
済
、
厚
生
、

国
民
）年
金
の
み
を
受
給
し
て
い

る
方
を
対
象
と
し
た
申
告
相
談
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

h���　
２
月
９
日（
月
）

　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

h���　
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

告
す
る
農
業
所
得
者
は
、
収
支
の

わ
か
る
収
支
内
訳
書
な
ど

b
所
得
税
の
還
付
や
納
税
の
際
に

口
座
振
替
を
ご
利
用
さ
れ
る
方
は
、

銀
行
名
や
口
座
番
号
の
わ
か
る
も

の（
通
帳
な
ど
）
と
銀
行
印
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

h
�
�
�
�
�
�

　

須
賀
川
税
務
署

　
　
　
　
　
　

�

75｜

２
１
９
４

　

町
税
務
課　

�

62｜

２
１
１
４

　

申
告
会
場
（
申
告
期
間
中
）

　
　
　
　
　
　

�

62｜

４
３
６
１

h
�
�
�
�
�
�

b
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票

b
各
種
所
得
控
除
に
必
要
な
証
明

書
や
領
収
書
な
ど

b
銀
行
印
と
銀
行
名
や
口
座
番
号

が
わ
か
る
も
の
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軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日

現
在
の
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
な
ど

の
所
有
者
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま

す
。
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
３
月

末
日
ま
で
に
必
ず
町
役
場
な
ど
で

手
続
き
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

b
廃
車
す
る
と
き

b
下
取
り
に
出
し
た
と
き

b
譲
り
渡
し
、譲
り
受
け
た
と
き
・

転
居
し
た
と
き
な
ど

h
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

＊
１
２
５
㏄
ま
で
の
バ
イ
ク
と
農

耕
用
等
の
小
型
特
殊
自
動
車

町
税
務
課　
　

�

62｜

２
１
１
４

＊
１
２
６
〜
２
５
０
㏄
の
バ
イ
ク

と
軽
四
輪
自
動
車

福
島
県
軽
自
動
車
協
会

�
０
２
４｜

５
４
６｜

２
５
７
７

＊
２
５
１
㏄
以
上
の
バ
イ
ク

福
島
陸
運
支
局

�
０
２
４｜

５
４
６｜

０
３
４
１

　

平
成
15
年
中
に
土
地
や
建
物

を
売
っ
た
と
き
の
利
益
に
は
、
譲

渡
所
得
と
し
て
税
金
が
か
か
り
ま

す
。
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
特
例

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
特
例

の
適
用
を
受
け
る
に
は
様
々
な
要

件
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要

で
す
。

　

譲
渡
所
得
に
つ
い
て
も
、
他
の

所
得
と
一
緒
に
確
定
申
告
を
行
う

こ
と
な
り
ま
す
。

b
年
の
中
途
で
退
職
し
、
再
就
職

し
て
な
い
場
合
な
ど
で
す
。

　

確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な
い

給
与
所
得
者
で
も
次
の
よ
う
な
場

合
に
は
、
確
定
申
告
を
す
る
と
源

泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

b
マ
イ
ホ
ー
ム
を
住
宅
ロ
ー
ン
な

ど
で
取
得
し
た
場
合

b
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
場

合b
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
場
合

０
８
４
４　

須
賀
川
市
東
町
96

　

ま
た
、
納
税
方
法
に
は
、
便
利

な
振
替
納
税
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

須
賀
川
税
務
署
で
は
、
平
成

15
年
分
所
得
税
確
定
申
告
相
談

を
１
月
27
日（
火
）
か
ら
３
月
15

日（
月
）ま
で
、
昨
年
同
様
須
賀
川

市
産
業
会
館（
牡
丹
園
向
か
い
）で

行
い
ま
す
の
で
、
混
ま
な
い
う
ち

早
め
に
申
告
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
申
告
は
郵
送
が
便
利
で

す
。
申
告
書
は
自
分
で
書
い
て
、

で
き
る
だ
け
お
早
め
に
送
付
し
て

く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

（
郵
送
に
よ
る
提
出
先
は
こ
れ
ま

で
ど
お
り
須
賀
川
税
務
署
で
す
）

h
�
�
�
�
�
�　

〒
９
６
２｜

　　　

　

所
得
税
の
医
療
費
控
除
を
受

け
る
の
が
２
年
目
以
降
で
あ
る

場
合
、
お
む
つ
代
の
医
療
費
控

除
の
取
扱
に
つ
い
て
は
、
要
介

護
認
定
に
係
る
主
治
医
意
見
書

に
よ
り
町
で
証
明
で
き
ま
す
の

で
、
該
当
さ
れ
る
方
は
保
健
福

祉
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

h
�
�
�
	


�

　

町
保
健
福
祉
課

　
　
　
　
　

�

62｜

２
１
１
５

　

介
護
保
険
法
の
要
介
護
・
要

支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、

そ
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
て
所

得
税
法
上
の
普
通
・
特
別
障
害

者
控
除
対
象
の
認
定
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

該
当
さ
れ
る
方
は
、
保
健
福

祉
課
に
介
護
保
険
被
保
険
者
証

を
提
示
の
う
え
申
請
し
、
認
定

決
定
通
知
書
の
交
付
を
受
け
て

所
得
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申告相談は
忘れずお早めに
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b��������������

�� ��� �� ���

2/10 火 笠 石 2/28 土

2/11 水 2/29 日

2/12 木 笠 石 3/1 月 成 田

2/13 金 笠 石 3/2 火 豊 郷 ・ 旭 町

2/14 土 3/3 水 豊 郷 ・ 旭 町

2/15 日 3/4 木 １区・２区・３区・４区

2/16 月 笠 石 3/5 金 １区・２区・３区・４区

2/17 火 高 久 田 3/6 土

2/18 水 高 久 田 3/7 日

2/19 木 鏡 田 3/8 月 １区・２区・３区・４区

2/20 金 鏡 田 3/9 火 １区・２区・３区・４区

2/21 土 3/10 水 １区・２区・３区・４区

2/22 日 3/11 木 久 来 石

2/23 月 鏡 田 3/12 金 久 来 石

2/24 火 仁井田・さかい 3/13 土

2/25 水 仁井田・さかい 3/14 日

2/26 木 成 田 3/15 月 予 備 日

2/27 金 成 田
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１
月
11
日
（
日
）、
午
前
10
時

30
分
か
ら
、
平
成
16
年
の
成
人
式

が
町
公
民
館
で
お
ご
そ
か
に
挙
行

さ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
は
、
昭
和
58
年
４
月
２
日

か
ら
昭
和
59
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
１
９
５
人
が
成
人
の
仲

間
入
り
を
果
た
し
、
当
日
は
ス
ー

ツ
や
は
か
ま
、
振
り
袖
姿
で
１
２

９
人
が
出
席
し
ま
し
た
。

　

式
で
は
、
出
席
者
全
員
で
、「
君

が
代
」を
斉
唱
し
た
あ
と
、
木
賊

町
長
が「
社
会
人
と
し
て
の
自
覚

と
誇
り
を
持
っ
て
、
自
分
の
可
能

性
を
信
じ
、
目
的
に
向
か
っ
て
努

力
し
て
く
だ
さ
い
。」、
稲
田
耕
筰

教
育
委
員
長
が「
自
ら
の
目
標
に

向
か
っ
て
一
歩
一
歩
着
実
に
前
進

し
て
く
だ
さ
い
。」と
そ
れ
ぞ
れ
式

辞
を
述
べ
ま
し
た
。

そ
の
あ
と
、
新
成
人
を
代
表
し

て
高
原
美
樹
さ
ん
に
木
賊
町
長
か

ら
成
人
証
書
が
授
与
さ
れ
、
続
い

て
、
森
悟
さ
ん
と
面
川
未
来
さ
ん

が
力
強
く
誓
い
の
こ
と
ば
を
述
べ

ま
し
た
。
ま
た
、
来
賓
の
み
な
さ

ん
を
代
表
し
て
菊
地
町
議
会
議

長
、
斎
藤
県
議
会
議
員
、
中
学
校

時
代
の
恩
師
で
あ
る
伊
藤
信
孝
先

生
が
祝
辞
を
述
べ
ま
し
た
。

最
後
に
、
全
員
で
唱
歌「
牧
場

の
朝
」を
斉
唱
し
た
あ
と
、
成
人

者
代
表
と
し
て
、
星
伸
宏
さ
ん
が

謝
辞
を
述
べ
、式
を
閉
じ
ま
し
た
。

�

�
�
��������

　

１
月
９
日（
金
）、
午
後
３
時
か

ら
町
役
場
第
一
会
議
室
で
新
行
政

区
長
に
よ
る
今
年
初
め
て
の
区
長

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

始
め
に
、
木
賊
町
長
か
ら
退
任

さ
れ
る
７
名
の
前
区
長
一
人
ひ
と

り
に
感
謝
状
が
、
次
に
、
新
区
長

を
代
表
し
て
清
水
敏
正
さ
ん
に
委

嘱
状
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
木
賊
町
長
か
ら「
区

長
は
地
域
と
町
の
パ
イ
プ
役
で
す
。

今
回
退
任
さ
れ
た
区
長
さ
ん
に
つ

い
て
は
、
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。

ま
た
、新
区
長
さ
ん
に
つ
い
て
は
、

今
年
１
年
、
町
づ
く
り
に
ご
協
力

願
い
ま
す
。」と
あ
い
さ
つ
が
あ
り

ま
し
た
。

　

町
行
政
と
町
民
の
み
な
さ
ん
の

間
を
円
滑
に
保
つ
た
め
、
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
行
政

区
長
さ
ん
で
す
。
新
区
長
さ
ん
に

は
、
今
年
１
年
間
、
町
か
ら
の
連

絡
や
調
査
・
報
告
な
ど
の
お
手
伝

い
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
町
発

展
の
た
め
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

引
き
続
き
、
今
後
一
年
間
の
区

長
の
活
動
に
つ
い
て
の
説
明
や
区

長
協
議
会
の
新
役
員
の
選
出
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
新
役
員
は
次
の
と

お
り
で
す
。　
　
　
　
�
�
�
�
�

���　
石
井
清
司（
高
久
田
区
）

�
�
�　

佐
藤
哲
郎（
鏡
石
２
区
）

���　
清
水
敏
正（
鏡
石
４
区
）

���　
菊
地
輝
雄（
久
来
石
区
）

���　
常
松　

誠（
仁
井
田
区
）

①鏡田区（再）
②稲田耕筰さん
③蒲之沢町100
④��������

①高久田区（再）
②石井清司さん
③南高久田422－２
④��������

①成田区（新）
②円谷　寛さん
③豊郷中661
④��������

①旭町区（新）①旭町区（新）
②小出幹夫②小出幹夫さん
③旭町266③旭町266
④④�����	�


①鏡石２区（再）
②佐藤哲郎さん
③本町331
④�������	

①仁井田区（新）
②常松　誠さん
③岡ノ内281－1
④������



①鏡石４区（再）
②清水敏正さん
③岡ノ内317
④��������

①さかい区（新）
②浅野　啓さん
③境85－ 38
④�����
��

①笠石区（新）①笠石区（新）
②小貫　章②小貫　章さん
③中町180③中町180
④④��������

①鏡石１区（再）
②小貫辨明さん
③中央135
④��������

①久来石区（再）
②菊地輝雄さん
③久来石305
④��������

①鏡石３区（新）
②深谷荘一さん
③不時沼240
④��������

���������

�������������	

�����������	
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�
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�������

���������	
�������
���������	
��������
����������	
�������
����������	
�������
���������������

�����
�
�

�������

�
�
�
�
�
�
�

�������

①豊郷区（新）①豊郷区（新）
②菊地勝一②菊地勝一さん
③羽鳥37③羽鳥37
④④��������

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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���������

　

年
頭
に
無
火
災
を
祈
る
平
成
16
年
町
消

防
団
出
初
式
が
、
１
月
４
日（
日
）、
午
前
10

時
30
分
か
ら
鏡
石
一
小
校
庭
で
団
員
や
女
性

消
防
隊
な
ど
約
２
０
０
人
が
参
加
し
て
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

式
で
は
、
参
加
者
全
員
で
今
年
１
年
間

の
無
火
災
を
祈
願
し
黙
と
う
を
行
っ
た
あ

と
、
真
島
鉄
夫
団
長
か
ら
昨
年
１
年
間
、

無
火
災
の
第
７
分
団
に
表
彰
状
が
手
渡
さ

れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
真
島
団
長
か
ら「
昨
年
の
放

火
事
件
の
際
や
、
年
末
年
始
の
特
別
警
戒

で
は
、
団
員
の
み
な
さ
ん

に
は
大
変
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
今
後
も
、
団
員

一
致
団
結
し
て
、
地
域
住

民
の
信
頼
と
期
待
に
応
え

ら
れ
る
よ
う
頑
張
っ
て
欲

し
い
。」と
訓
示
が
あ
り
ま

し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
式
で
は
木

賊
町
長
の
あ
い
さ
つ
、
斎
藤

県
議
会
議
員
、
菊
地
町
議

会
議
長
な
ど
来
賓
の
方
々

か
ら
あ
い
さ
つ
が
あ
っ
た

ほ
か
、
通
常
点
検
・
機
械

器
具
点
検
・
分
列
行
進
な

ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

式
終
了
後
は
、
寒
風
が

吹
き
つ
け
る
肌
寒
い
天
候

の
な
か
、
団
員
と
女
性
消

防
隊
員
で
駅
前
地
区
を
防

火
パ
レ
ー
ド
し
、
町
民
の

み
な
さ
ん
に
火
災
予
防
を

呼
び
か
け
ま
し
た
。

　

今
年
６
月
で
開
館
６
年
目
を
迎
え
る
町

図
書
館
で
は
、
１
月
25
日（
日
）に
入
館
者

50
万
人
を
達
成
し
記
念
セ
レ
モ
ニ
ー
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

記
念
す
べ
き
入
館
50
万
人
目
に
な
っ
た

の
は
、
鈴
木
雅
子
さ
ん
・
菊
華
ち
ゃ
ん
親

子（
豊
郷
中
）で
、
入
館
時
に
く
す
玉
が
割

ら
れ
、
西
牧
図
書
館
長
か
ら
図
書
券
な
ど

が
記
念
品
と
し
て
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
惜
し
く
も
50
万
人
の
次
に
入
館

し
た
須
藤
昭
一
さ
ん（
豊
郷
中
）と
関
根
達

也
さ
ん
・
颯
太
く
ん
親
子（
中
町
）に
も
記

念
品
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

　

鈴
木
雅
子
さ
ん
は
、「
今
日
は
、
本
と

ビ
デ
オ
を
借
り
に
来
ま
し
た
。
ま
さ
か
50

万
人
目
に
な
る
と

は
思
わ
な
か
っ

た
の
で
う
れ
し

い
で
す
。
図
書
館

は
、
子
ど
も
の
本

が
多
い
の
で
便
利

に
利
用
し
て
い
ま

す
。こ
れ
か
ら
も
、

も
っ
と
た
く
さ
ん

の
本
や
ビ
デ
オ
を

揃
え
て
欲
し
い
で

す
ね
。」と
話
し
て

い
ま
し
た
。

�����
������

�����
���������

　

平
成
16
年
年
賀
交
歓
会
は
、
１
月
５
日

（
月
）午
後
４
時
か
ら
鏡
石
舘
に
お
い
て
開
催

さ
れ
、
約
１
７
０
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

式
で
は
、
木
賊
町
長
が
、「
厳
し
い
状
況

で
は
あ
り
ま
す
が
、
町
民
の
皆
様
の
お
役
に

立
て
る
よ
う
職
員
一
同
頑
張
っ
て
町
を
一
層

躍
進
さ
せ
て
い
き
た
い
。」と
あ
い
さ
つ
、
続

い
て
、
参
加
者
を
代
表
し
て
菊
地
町
議
会
議

長
な
ど
が
あ
い
さ
つ
を
述
べ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
参
加
者
全
員
で
町
の
シ
ン
ボ
ル

ソ
ン
グ
で
あ
る
唱
歌「
牧
場
の
朝
」を
合
唱
し

た
あ
と
、
懇
談
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
、
さ
か
い
区（
浅
野
啓
区
長
）と
町

都
市
建
設
課
で
は
協
働
で
の
公
園
づ
く
り
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

月
に
１
回
程
度
開
催
し
て
い
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ（
検
討
会
）で
は
、
実
際
に
参
加
者

自
身
が
公
園
を
見
学
し
、
自
分
達
が
使
い
や

す
い
公
園
に
な
る
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
の
検
討

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

公
園
が
完
成
す
る
の
は
、
３
月
下
旬
に
な

る
見
通
し
で
、
現
在
、
工
事
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
手
づ
く
り
の
公
園
の
完
成
を
心
待

ち
に
し
て
い
ま
す
。

 

１
月
18
日（
日
）、
午
前
10
時
か
ら
町
鳥

見
山
体
育
館
で
、
鏡
踊
爛
會
の
初
踊
り
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

会
員
約
70
名
が
参
加
し
、
添
田
孝
利
会

長
が
あ
い
さ
つ
し
た
あ
と
、「
鏡
爛
の
舞
」

な
ど
７
曲
を
元
気
に
踊
り
ま
し
た
。
続
い

て
、
実
行
委
員
会
で
用
意
し
た
温
か
い
お

し
る
こ
や
と
ん
汁
を
み
ん
な
で
食
べ
な

が
ら
親
睦
を
図
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
鏡
踊
爛
會
で
は
、
会
員
を
随
時

募
集
し
て
い
ま
す
。
牧
場
の
朝
Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ

Ｋ
Ｏ
Ｉ
実
行
委
員
会
事
務
局（
役
場
企
画

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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平
成
５
年
３
月
か
ら
、
町
と
ス
ポ
ー
ツ
友

好
交
流
を
行
っ
て
い
る
沖
縄
県
北
谷
町
の
剣

道
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
が
、
１
月
１
日
か
ら
４

日
ま
で
町
を
訪
れ
ま
し
た
。

　

北
谷
町
か
ら
は
、
子
ど
も
と
保
護
者
36

名
が
来
町
し
、
鳥
見
山
体
育
館
で
町
ス
ポ
少

と
剣
道
で
汗
を
流
し
た
ほ
か
、
町
民
プ
ー
ル

す
い
す
い
で
泳
い
だ
り
、
ス
キ
ー
リ
ゾ
ー
ト

天
栄
で
初
滑
り
を
し
た
り
し
て
楽
し
み
ま
し

た
。
ま
た
、
滞
在
期
間
中
は
、
何
グ
ル
ー
プ

か
に
別
れ
、
ホ
ー
ム
ス
テ
ィ
し
相
互
交
流
を

図
り
ま
し
た
。

課
内
�

62｜

２
１
１
７
）ま
で
お
問
い
合
せ

く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　

����� ����

Ｈ 10（６月１日開館）  ６３, １８２人

Ｈ 11 ７６, １７６人

Ｈ 12 ８４, ４５０人

Ｈ 13 ８８, ３４０人

Ｈ 14 １０１, ６３５人

Ｈ15（１月25日　午前9時45分現在） ８６, ２１７人

�������

���������	
���
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�

���������	
�����
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　リレー
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登
録
希
望
者
は
、
平
成
16
年

２
月
２
日（
月
）〜
２
月
27
日（
金
）

　

町
で
は
、
平
成
16
年
度
の
鏡
石

児
童
館
の
登
録
児
童
を
次
の
と
お

り
募
集
し
ま
す
。

ま
で
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
今
回
登
録
し
な
い
児
童

で
も
、
一
般
児
童
と
し
て
一
度
帰

宅
後
、
親
と
約
束
し
た
時
間（
閉

館
時
間
内
）ま
で
児
童
館
を
利
用

す
る
事
が
で
き
ま
す
。

h
�
�
�
�

　

町
内
に
居
住
し
、
保
護
者
が
就

労
な
ど
に
よ
り
放
課
後
保
育
に
欠

け
る
児
童

h���

　

お
や
つ
代
及
び
保
護
者
会
費

（
合
計
、
月
２
千
５
百
円
程
度
）

h
�
�
�
�

生
活
指
導（
入
館
）申
込
書

h
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

町
保
健
福
祉
課

��
62

｜

２
１
１
５

　

町
児
童
館　

�
62｜

７
２
７
８

　

町
観
光
協
会
で
は
、
高
野
池
の

白
鳥
な
ど
四
季
折
々
の
風
景
、
ま

た
「
国
際
化
オ
ラ
ン
ダ
祭
り
」・

「
牧
場
の
朝
Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ
祭

り
」な
ど
各
種
イ
ベ
ン
ト
を
、
よ

り
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
く

た
め
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
を
実
施

い
た
し
ま
す
。

　

入
賞
作
品
は
広
告
、
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
等
に
活
用
し
ま
す
の
で
、
た

く
さ
ん
の
作
品
の
応
募
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

h
�
�
�
�
�　

カ
ラ
ー
プ
リ
ン

ト
四
ツ
切
・
ワ
イ
ド
四
ツ
切

h
�
�
�
�　

平
成
15
年
４
月

１
日（
火
）か
ら
平
成
16
年
２
月
22

日（
日
）ま
で
撮
影
し
た
も
の

h
�
�
�
�　

２
月
27
日（
金
）ま

で（
当
日
消
印
有
効
）

h
�
�
�
�
�
	


�
�
�

町
観
光
協
会（
産
業
課
内
）

�
62｜

２
１
１
８

h
�
�
�
�
�
�
�
�
�

b���　
２
月
14
日（
土
）

　

午
前
10
時
30
分
か
ら

b���　
え
ほ
ん
「
お
ば
け
の

ふ
ゆ
ご
も
り
」

h
�
�
�
�
�
�
�
�
�

b���　
２
月
28
日（
土
）

　
　
　
　
　

午
前
10
時
30
分
か
ら

b���　
す
ば
な
し

　
　
　
　
　
「
ね
ず
み
き
ょ
う
」

h
�
�
�
�
�
�
�
�

b���　
２
月
15
日（
日
）

　

午
後
１
時
30
分
か
ら

b���　
絵
本
・
造
形
作
家　

　

菊
地　

清
先
生

b����「
雪
の
鶴
ヶ
城
」

　

大
人
の
み
な
さ
ん
も
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

h
�
�
�
�
�
�
�
�
�

b
テ
ー
マ
は『
お
菓
子
』で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�

�
�
�
�
�
�

　

２
月
16
日（
月
）
か
ら
23
日

（
月
）ま
で
は
特
別
整
理
期
間
と
し

て
休
館
い
た
し
ま
す
。
不
便
を
お

か
け
し
ま
す
が
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

h���　
１
歳
か
ら
２
歳
ま
で

の
子
ど
も
と
保
育
者
。

　

兄
弟
が
い
る
場
合
は
ど
ち
ら
の

ク
ラ
ブ
で
も
入
会
可
能
で
す
。
い

ず
れ
の
ク
ラ
ブ
も
月
２
回
、
児
童

館
等
で
午
前
10
時
か
ら
11
時
30
分

ま
で
開
催
い
た
し
ま
す
。

h����　
３
月
26
日（
金
）

h�������	
�

町
保
健
福
祉
課�
62｜

２
１
１
５

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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町
で
は
、
平
成
16
年
度
の
育
児

ク
ラ
ブ
会
員
を
次
に
よ
り
募
集
し

ま
す
。

　

お
友
達
を
つ
く
り
た
い
方
の
ご

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

h��　
２
歳
以
上
の
子
ど
も

と
保
育
者

����

���������	
�
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���������������	
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�
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����������������－���	

���������	
��������
���������	�
�������

���������	
��������

���������	
��������

���������	
���������

���������	
��
�����������	
�������
���������	
�������

���������	
��������

���������	
��������

����������	
�������

���������	
���������������	
������
���������	
�����
��

���������	
��������

���������	
���������

���������	
���������

����������������	
�������
���������	
��������

���������	�
�������

�����������������������������	
������������

h
�
�
�
�
�
�

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
母
の
離

婚
な
ど
に
よ
り
、
父
親
と
生
活
を

共
に
し
て
い
な
い
児
童
を
養
育
し

て
い
る
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自

立
を
助
け
る
た
め
の
制
度
で
す
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童

の
母
や
母
に
代
わ
っ
て
養
育
し
て

い
る
方
で
児
童
が
18
歳
に
な
る
年

度
末
ま
で
（
心
身
に
一
定
の
障
害

が
あ
る
と
き
は
20
歳
未
満
）
給
付

を
受
け
ら
れ
ま
す
。（
※
表
１
参
照
）

①
父
母
の
離
婚
に
よ
り
、
父
と
生

計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
。

②
父
が
死
亡
し
た
児
童
。

③
父
が
一
定
の
障
害
に
あ
る
児
童
。

④
父
の
生
死
が
不
明
な
児
童
。

⑤
父
が
引
き
続
き
１
年
以
上
遺
棄

し
て
い
る
児
童
。

⑥
父
が
法
令
に
よ
り
引
き
続
き
１

年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童
。

⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま

れ
た
児
童
。

⑧
孤
児
な
ど
で
、
父
母
が
い
る
か

否
か
不
明
な
児
童
。

b
�
�
�
�

　

受
給
資
格
者
と
、そ
の
生
計
を
同

じ
く
す
る
扶
養
義
務
者
な
ど
の
所

得
が
、
表
２
の
限
度
額
を
超
え
る

場
合
は
、
そ
の
年
度
（
８
月
か
ら

翌
年
の
７
月
ま
で
）
は
、
手
当
の

全
部
又
は
一
部
が
支
給
停
止
に
な

り
ま
す
。

h
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
　

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
と
児
童

（
18
歳
未
満
）及
び
父
母
の
な
い
児

童
の
た
め
の
医
療
費
の
助
成
制
度

で
す
。

　

病
院
の
窓
口
で
支
払
っ
た
医
療

費
が
同
じ
月
に
受
診
し
た
一
世
帯

の
自
己
負
担
額
を
合
算
し
て
千
円

を
超
え
た
場
合
、
超
え
た
金
額
が

助
成
さ
れ
ま
す
。

b
�
�
�
�
�
�　

町
保
健
福
祉

課　
　
　
　
　

�
62｜

２
１
１
５
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0 人
円

190,000

円

1,920,000

円

2,360,000

1 570,000 2,300,000 2,740,000

2 950,000 2,680,000 3,120,000

3 1,330,000 3,060,000 3,500,000

4 1,710,000 3,440,000 3,880,000

5 2,090,000 3,820,000 4,260,000

��' ����()�* &���
児童が
1人 42,000 円 所得に応じて9,910円から

41,990 円まで10円きざみの額

児童が 2人 児童が 1人の場合の額に 5,000 円を加算

児童が 3人以上 3人目から児童が
1人増すごとに 3,000 円を加算

表２　児童扶養手当所得制限額

表１　児童扶養手当手当の額

����������������	
�
������	����
����+,-.�/���
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（15. 12. 31 現在）

火　災 　 24 件 　（12）

救　急 　423 件　（396）

（　）は前年同期の件数

� ��������	
���
 �
���������	

b固 定 資 産 税　　４期
b上下水道使用料　12・１月分
の納入期限は３月１日（月）です。

◇　◇　◇　◇　◇

下記の金融機関での口座振替が便利です。
すかがわ岩瀬農協鏡石支店・須賀川信用金庫各
店・東邦銀行各店・大東銀行須賀川支店・福島県商
工信用組合鏡石支店・鏡石郵便局

（16. 1. 1 現在）

                12,763人（＋３）

                6,242 人（－ 3）

                6,521 人（＋ 6）

             3,861 世帯（＋ 3）

（　）は前月との比較

�������� ������ �������� � � ��
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夜
間
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
か
ら
歩

行
者
が
見
え
に
く
く
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、
歩
行
中
の
高
齢
者

の
交
通
被
害
が
依
然
と
し
て
多
い

状
況
に
あ
り
ま
す
。
昨
年
11
月

末
現
在
の
県
内
の
交
通
事
故
に
よ

る
死
者
数
は
１
５
３
人
で
、
そ
の

内
高
齢
者
の
数
は
56
人
で
す
。
ま

た
、
傷
者
数
は
２
，
１
１
２
人
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

高
齢
死
者
数
を
状
態
別
で
見
る

と
、
歩
行
中
が
30
人
で
最
も
多

く
、
全
体
の
半
数
以
上
を
占
め
て

い
ま
す
。
次
い
で
多
い
の
は
、
自

動
車
運
転
中
の
14
人
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

町
交
通
対
策
協
議
会
で
は
、
こ

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

う
し
た
高
齢
者
の
交
通
被
害
へ
の

対
策
と
し
て
、
敬
老
会
開
催
時
に

夜
光
反
射
材
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

高
齢
者
の
み
な
さ
ん
、
夜
間
外
出

す
る
と
き
は
夜
光
反
射
材
を
活
用

し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
暗
い
色
の

服
は
目
立
た
な
い
の
で
、
白
な
ど

の
服
を
着
用
し
、
ド
ラ
イ
バ
ー
か

ら
認
識
さ
れ
る
よ
う
心
が
け
ま
し

ょ
う
。

敬

老
会
時に配布した夜光

反射

材

　

夜
光
反
射
材
を
お
求
め
の
方
は

町
交
通
対
策
協
議
会
事
務
局（
役

場
総
務
課　

�
62｜

２
１
１
１
）

に
在
庫
が
あ
り
ま
す
の
で
お
問
い

合
せ
く
だ
さ
い
。
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�
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固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
を
基
準
日
と
し
て
、
土
地

や
家
屋
な
ど
を
所
有
し
て
い
る
方

に
納
め
て
い
た
だ
く
税
金
で
す
。

　

平
成
15
年
12
月
31
日
ま
で
に
取

り
壊
し
た
家
屋（
住
宅
、
倉
庫
、

作
業
所
な
ど
）は
、
平
成
16
年
度

か
ら
課
税
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
が
、

届
け
出（
滅
失
届
）を
出
さ
な
い
と

翌
年
も
課
税
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
２
月
27
日（
金
）ま

で
に
町
税
務
課
へ
忘
れ
ず
に
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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最
近
、
鳥
見
山
公
園
で
残
念
な

こ
と
が
起
き
ま
し
た
。
多
目
的
広

場
の
芝
の
上
を
バ
イ
ク
で
乗
り
回

し
た
形
跡
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

芝
は
生
き
物
で
す
。
多
目
的
広

場
は
、
み
ん
な
が
楽
し
く
利
用
す

る
広
場
で
す
。

　

現
在
、
町
で
は
パ
ト
ロ
ー
ル
を

強
化
し
て
い
ま
す
が
、
町
民
の
方

で
、不
審
者
を
見
つ
け
た
場
合
は
、

次
の
所
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
に
ご
協
力
願
い
ま
す
。

h
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町
都
市
建
設
課　
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（15. 12. 31 現在）

  件　数    91件    （93）

  死　者    ３人    （３）

  傷　者   112人  （124）

（　）は前年同期の件数

～死亡事故０日数　103 日～
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